
「令和３年度町内会アドバイザー派遣制度等」企画運営業務 仕様書

１ 業務名 

  「令和３年度町内会アドバイザー派遣制度等」企画運営業務 

２ 目的 

  町内会活動の更なる活性化及び加入率向上につなげるため、「町内会アドバイザー派

遣制度」及び「『SAPP‿RO マチトモ通信』作成」を連動して実施することで、町内会自

らが取り組む加入促進及び担い手の発掘・育成等について支援するとともに、効果的

な取組を他地域へ普及啓発し、町内会活動の底上げを図ることを目的とする。

３ 履行期間 

  契約締結日から令和４年３月 30 日まで 

４ 業務内容 

  本業務の企画内容は、以下(1)及び(2)に掲げる項目を満たしたものとする。 

  詳細な事業内容は、企画提案の結果によって、札幌市と受託者で協議し、調整する

ものとする。また、受託者は決定した事業内容に基づく運営等の業務全般を行い、そ

れに係る連絡調整及び一切の費用の支払いを行うこととする。 

  また、(1)及び(2)に掲げる項目については、本業務目的を達成するために相互に連

絡し、効果的に実施すること。 

(1) 町内会アドバイザー派遣制度 

  ア 目的 

個々の町内会が抱えている課題の解決に向け、各町内会に既に配布している冊

子「町内会活動のヒント（改訂版）」（平成 26 年６月発行）に掲載されている事柄

などを参考にして、実際に各町内会が実行する際のスタートアップ支援を行うこ

とで、町内会自らが取り組む加入促進及び担い手の発掘・育成などを手助けする

ことを目的とする。 

  イ 実施期間及び支援数 

    アドバイザー派遣による支援は、令和３年８月から令和４年３月にかけて 13～

18 地区程度の支援を想定し、１地区あたりの支援回数を３回以上とする。また、

総支援回数は 55 回程度を想定する。 

    ※ 支援日時は申込のあった地域の事情に合わせること。 

※ 初回支援については、原則、受託者による対象者への直接の課題聞き取り

を想定している。課題の聞き取りは、町内会が抱えている課題を把握して適

「町内会活動のヒント（改訂版）」（平成 26 年６月発行）参照 URL 

https://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/chounaikai/hint/hint.html



切な支援につなげることを目的としていることから、町内会に関してある程

度知識を有している者を派遣すること。 

※ 各地域の要望等を踏まえて支援回数を設定し、総支援回数 55 回程度を目途

に支援地区数を調整するなどして、柔軟に対応を行うこと。 

  ウ 対象 

    申込のあった単位町内会及び連合町内会(13～18地区程度。申込先着順を想定。) 

  エ 会場 

    地域の実情に合わせるが地区会館等を想定している。 

    ※ 会場は申込者が用意することとする。 

  オ 業務内容 

    (ｱ) 企画立案 

     支援内容については、受託者が申込者から町内会が抱えている課題を聞き取

りした上で、その町内会に適した支援の方法を札幌市と受託者とが協議をして

決定する。そのため、町内会に対して実際にどのような支援をすることができ

るのか、具体的にその内容を提示すること。 

   ※参考：前年度の主な実績 

支援項目 具体的な支援内容（例）

町内会紹介ガイドの作成

支援

町内会の役割や活動を知ってもらうためのガイドの作成と、

それを活用した町内会未加入者へのアプローチなどについて

支援。

事業や組織の見直し支援

町内会活動や組織運営について、住民ニーズや今後の参画の

可能性等について聞き取るためのアンケートを実施し、結果

を分析して今後の事業や組織の見直しを支援。

SNS による情報発信支援
若い世代にも届く情報発信を目指し、SNS に関する勉強会や意

見交換会を開催するなど、運用開始に向けた支援。

新しい生活様式による町

内会活動の検討支援

新型コロナウイルスの感染拡大予防に配慮した町内会運営や

活動の検討を支援。

(ｲ) 実施手順 

「町内会アドバイザー派遣制度 手続きの流れ」（別添１）のとおりとするが、

札幌市と協議して適宜変更し、柔軟に対応すること。 

(ｳ) 広報 

本制度を周知するため、ＰＲ用チラシデータの作成・印刷・配送といった、

本業務に必要な一連の広報を行うこと。 

なお、本チラシは、参加者等の募集を目的として一時的に使用するための印 

刷物であり、申込状況によっては、札幌市と協議の上、追加配送を実施するこ

と。チラシの作成等については次のａ～ｄのとおりとすること。 



ａ 作成部数 

  3,000 部 

ｂ 規格 

Ａ３判両面（４色カラー）２つ折り 

※ 前年度の事業実施内容を参考に、どのような支援を受けることができ

るのか具体的にわかるような内容とすること。 

ｃ 校正 

２回以上 

   ※ 作成した原稿データは、事後に修正可能な状態の電子データで CD 又は

DVD に保存して納品すること。イラストレーター等の作画ソフトでの納品

も可能とするが、使用するバージョン等については札幌市と協議して進

めること。 

 ｄ まちづくりセンターへの配送 

完成した印刷物（チラシ）は、まちづくりセンター（以下、「まちセン」と

いう。）87 カ所を通じて町内会に配布する。次の(a)～(c)ごとに OPP 袋に入

れ、まちセンごとに必要数を封筒またはダンボール箱に梱包し、まちセンへ

配送して受取り確認を行うこと。梱包に必要な部材等は、本配送に適した物

を、受託者側で費用を負担し調達すること。また、まちセンへの配送後の印

刷物の残部は、速やかに札幌市に納品すること。 

チラシに同封する依頼文については、原稿データ作成は札幌市が行い、必

要部数の印刷は受託者が行うものとする。 

なお、町内会の数には変更が生じる可能性があるため、具体的な配布先及

び梱包方法については、後日別途指示する。 

(a) まちセン所長あて(87 カ所のまちセンごとに準備) 

    所長あて依頼文(１部、PDF データで札幌市が作成する。)、印刷物(５部) 

(b) 連合町内会長あて（109 の連合町内会ごとに準備） 

連合町内会長あて依頼文(１部、PDF データで札幌市が作成する。)、印

刷物(１部) ※まちセン１カ所あたり１～５連合町内会 

(c) 単位町内会長あて（2,188 の単位町内会ごとに準備） 

       単位町内会長あて依頼文(１部、PDF データで札幌市が作成する。)、印

刷物(１部) ※まちセン１カ所あたり６～109 単位町内会 

   (ｴ) その他 

     本事業については、町内会に対するスタートアップ支援であるため、派遣終

了後も地域が継続して取り組んでいくことができる内容の支援を行うこと。 

     また、アドバイザー派遣制度を通して得た課題解決の手法は、今後の町内会

支援事業に反映させ、札幌市全体の町内会に広めていくことを想定している。

そのため、本年度の最後に、支援を実施した地域に取材を行い、支援の成果に

ついて確認を行うこと。 



カ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防対策について 

   (ｱ) 支援先募集時の留意事項 

 ・ 申込者において「３つの密（密閉・密集・密接）」を回避できる打合せ会場

を用意するよう求めること。また、打合せ参加者に対し、感染予防対策の実

施（マスク着用、体調不良者の参加自粛など）を求めること。 

 ・ 感染拡大につながるような内容の支援（イベントの企画・運営支援など）

の申込は受けられない場合がある旨、周知すること。 

(ｲ) 支援時の留意事項 

 ・ 対面による支援時はマスクを着用すること。また、体調不良時や感染者と

の濃厚接触により感染が懸念される場合は、対面による支援を行わないこと。 

    ・ 感染拡大時においては特に、メールの活用など、できる限り対面によらな

い支援の行い方を工夫すること。なお、その際の支援回数のカウントについ

ては、札幌市と協議すること。 

キ 支援地区数が激減した場合の追加業務について 

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、アドバイザー派遣制度への申込

状況が低調あるいは申込受付が困難な状況等が生じ、支援地区数が８地区以下と

なることが見込まれた場合は、追加業務を実施することとする。本企画競争に参

加する者は、町内会の課題解決に資するような追加業務の企画を提案すること。

追加業務は、新型コロナウイルスの感染拡大により実施困難とならないような内

容や手法であること。 

ただし、支援地区数が８地区以下の場合でも、総支援回数が相当数に及ぶ場合

は、札幌市との協議により、この追加業務の実施を要しない場合もあることとす

る。 

(2) 「SAPP‿RO マチトモ通信」作成 

ア 目的 

町内会の活動事例を紹介する情報紙「SAPP‿RO マチトモ通信」を作成し、地域

に配布することで、連合町内会と単位町内会の相互理解や、単位町内会同士の情

報交換・連携の促進、地域における課題解決のきっかけとするとともに、札幌市

が町内会の活動事例を把握・蓄積し、今後の施策検討の基礎資料とすることを目

的とする。 

  イ 業務内容 

    加入促進、活動活性化、担い手の発掘、広報などで効果的な取組を行っている

町内会の事例を紹介する情報紙「SAPP‿RO マチトモ通信」の原稿データを作成す

る。受託者は、企画・取材・執筆・編集・レイアウトデザイン等、原稿データ作

成の一切を行う。（印刷及び配送は、別途札幌市が行う。） 

紹介事例となる町内会（２地区程度）については、札幌市と受託者とが協議を



して決定するものとする。 

また、校正は２回以上とし、内容等の詳細については、札幌市と密に協議して

作成作業を進めること。 

ウ 規格 

    Ａ３判両面、青色１色刷り 

    ※ 札幌市が平成 31 年４月に発行した「SAPP‿RO マチトモ通信 vol.１」（別添

２）のデザインを踏襲する。 

エ 成果物の納品 

作成した原稿データは、事後に修正可能な状態の電子データで CD 又は DVD に保

存して納品すること。イラストレーター等の作画ソフトでの納品も可能とするが、

使用するバージョン等については札幌市と協議して進めること。 

  オ Facebook ページにおける町内会の活動事例紹介 

    「SAPP‿RO マチトモ通信」作成の一環として、適宜、札幌市のマチトモ Facebook

のページで、加入促進、活動活性化、担い手の発掘、広報などで効果的な取組を

行っている町内会の活動事例を紹介することとし、受託者はその掲載原稿を作成

する。（Facebook ページへの掲載手続きは札幌市が行う。） 

なお、紹介事例の選定や掲載時期、原稿の作成については、札幌市と密に協議

して作業を進めることとする。 

５ マチトモロゴマークの周知について 

  “マチトモ”とは町内会の仲間のこと。地域の安心と笑顔を支えている町内会をイ

メージした言葉。札幌市では、平成 25 年度からこの”マチトモ”をイメージしたロゴ

マーク(別添３)を制作・活用し、町内会への加入や活動への参加を、幅広く市民に啓

発するマチトモキャンペーンを実施している。 

  マチトモロゴマークについては、データを札幌市公式ＨＰで公開しており、使用規

程を守れば誰でも使用可能となっている。 

https://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/chounaikai/sokusin/machitomorogo.html

  このことから、本事業においても参加した町内会関係者に対し、マチトモロゴマー

クの活用を促すような内容となるよう工夫すること。 

６ 業務報告書の作成 

本業務の実施結果について業務報告書にまとめること。報告書には、「アドバイザー

派遣制度」における支援で使用した資料や、「SAPP‿RO マチトモ通信」作成の過程で整

理した資料等も含むものとする。 

７ 成果物の納品 

(1) 成果物 



ア 「町内会アドバイザー派遣制度」ＰＲ用チラシ 

：印刷物（まちセンへの配送後の残部）、電子データ 

イ 「SAPP‿RO マチトモ通信」原稿：電子データ 

ウ 業務報告書：印刷物１部、電子データ 

(2) 電子データの納品方法 

各成果物の電子データは、Windows10 に対応した Word 文書で、事後にテキスト修

正が可能な状態の電子データを CD 又は DVD に保存し納品すること。 

  ※ 「町内会アドバイザー派遣制度」ＰＲ用チラシ及び「SAPP‿RO マチトモ通信」

原稿の電子データに関してはイラストレーター等の作画ソフトでの納品も可能と

するが、使用するバージョン等については札幌市と協議して進めること。 

(3) 納品及び検査場所 

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 

（札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎 13 階） 

８ 留意事項 

(1) 本業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部に漏洩しないこと。ま

た、委託者である札幌市が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用

したりしないこと。 

(2) 受託者は、本業務の遂行にあたり、第三者の著作権、著作者人格権及びその他特

許権、商標権を含むいかなる知的財産権、プライバシー又は肖像権・パブリシティ

権その他の権利を侵害しないことを保証すること。第三者から成果物に関して権利

侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者の費用および責任において解決す

るものとし、かつ札幌市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するもの

とする。 

(3) 受託者は、本業務の成果物に関連する著作権（著作権法(昭和 45 年法律第 48 号）

第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を、成果物の納入、検査合格後、直ち

に札幌市に無償で譲渡するものとする。 

  札幌市は、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項に該当しない場合においても、

目的物の改変を行うことができるものとする。 

(4) 受託者は、本業務の成果物の著作者人格権を、札幌市又は札幌市が指定する第三

者に対して行使しないものとする。 

(5) 成果物及び資料等について、著作権等は札幌市に帰属するものとし、札幌市の許

可なく他に使用あるいは公表してはならない。 

(6) 成果物及び資料等について、著作権、肖像権等の権利関係を整理し、札幌市が同

様の目的のためにそれらを使用することを妨げないようにすること。 

(7) 本仕様書に定める事項のほか、札幌市契約規則及び関係法令を遵守すること。 

(8) 個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。 



９ その他 

(1) 業務の履行に当たっては、運営体制や担当者等の氏名など、事前に札幌市に報告

すること。（様式は問わない。）

(2) 委託業務の遂行にあたっては、委託者である札幌市と連携を密にして作業を進め、

疑義が生じた場合や仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者双方が協

議をして、これを処理すること。 

(3) 委託業務の遂行にあたっては、環境に配慮し、エネルギーの節約及びリサイクル

の推進に努めること。 

(4) 委託業務の遂行にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分

留意すること。 

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大など不測の事態により、業務内容の全部も

しくは一部の実施が困難になった場合は、札幌市と受託者が協議した上で、業務内

容や契約金額等を変更する可能性がある。 

10 問い合わせ先 

  〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎 13 階 

  札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 担当：長谷川 

  電話：011-211-2253 ＦＡＸ：011-218-5156 

  Ｅメール：shiminjichi@city.sapporo.jp



（別記）個人情報取扱注意事項 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

 第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り

扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければなら

ない。 

  （秘密の保持） 

 第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報

を他に漏らしてはならない。 

 ２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知

り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また

同様とする。 

  （再委託等の禁止） 

 第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ、委託者が書面（当該書面に記載すべき事項

を記録した電磁的記録を含む。）により承諾した場合は、この限りではない。

  （複写、複製の禁止） 

 第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供

された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写

し、又は複製をしてはならない。 

  （目的外使用の禁止） 

 第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供

された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

  （資料等の返還） 

 第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供

された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還す

るものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるもの

とする。 

  （事故の場合の措置） 

 第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるお

それのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に

従うものとする。 

  （契約解除及び損害賠償） 

 第８ 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたとき

は、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 



（別添１）

町内会アドバイザー派遣制度 手続きの流れ 

１ 申込者が具体的な支援内容について既に考えている場合 

申込者(町内会) 事務局(受託業者) 札幌市 アドバイザー 

②支援内容の

 協議・決定

③派遣の打診・日程調整

④申込者が指定した場所・時間帯での派遣実施

 ※札幌市に支援結果を報告する必要があることから、

  原則として事務局も同席をすること。

⑤アンケートの

 提出

①電話等による

 制度利用相談

⑥支援結果の

 報告



２ 申込者が具体的な支援内容について考えていない場合 

申込者(町内会) 事務局(受託業者) 札幌市 アドバイザー 

②事務局が申込者に直接

聞き取りをして、適切

な支援内容を検討する

以降は「１ 申込者が具体的な支

援内容について既に考えている

場合」と同様

①電話等による

 制度利用相談

③支援内容の

 協議・決定



（別添２）





（別添３）


